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第1回「自宅で亡くなるということ」 塩谷郡市医師会会長　岡　一雄（さくら市）

　厚生労働省の人口動態統計によると、今から 60 年ほ
ど前の 1950 年代は大部分の方が自宅で最期を迎えて
いましたが、その後、病院で亡くなる方が徐々に増え、
1970 年代後半に逆転、今では自宅で亡くなる方は 1割
程度で、8割の方は病院で亡くなっています。
　国民皆保険が実施され、所得水準も上がり、国民が等
しく医療を受けることができるようになり、医学の進歩
により心筋 塞や脳卒中などの病気も入院加療が可能に
なりました。その結果、病院に入院すればどんな病気で
も治り、延命できるという病院信仰が生まれ、最後の死
に場所は病院へと代わってきたのです。一方、病院での
高度先進医療が必ずしも高齢者に安らかな最期の時を保
証してくれるわけではありません。
　7月に 105 歳で亡くなられた日野原重明先生は、生前
「よく生き、よく老い、よく病み、よく死ぬ」という生
き方を説きましたが、最期は、長く院長を務めた聖路加
病院ではなく、自宅で家族に見守られながら息を引き取

りました。
　さくら市が 65 歳以上の高齢者 2500 人を対象に行っ
たアンケートによると、人生の最期をどこで過ごしたい
かという質問に対し、7割の方は自宅、または自宅で療
養して必要になれば医療機関に入院したいと答えました。
一方、最初から医療機関を選んだ方は 1割しかいませ
んでした。現状とは異なり、実際は多くの方が自宅での
最期を望んでいます。
　現在、日本の 65 歳以上の高齢者の割合は 26.7％で、
この割合は今後さらに高くなります。国は、高齢者が住
み慣れた地域社会で自分らしく最期まで暮らせるかどう
かをそれぞれの市町村の取り組みに任せています。今回
から、リレーコラムは「在宅医療」をキーワードに医師
会と行政が協働で取り組んでいる医療と介護の連携、在
宅医療の推進について取り上げます。ぜひ自分自身と地
域の問題として読んでいただき、ご意見をいただけたら
と思います。

　年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されたこ
とに伴い、新たに対象となる方には、右図の黄色の封筒
で請求書を送付しています。請求がお済みでない方は、
速やかにお手続きください。
　なお、混雑が予想されますので、ご相談・お手続きの
際は、ねんきんダイヤル　☎０５７０（０５）１１６５、
または、大田原年金事務所　☎（２２）６３１１にあら
かじめご予約ください。

　市では、窓口でお待ちいただく時間をできるだけ短縮
し、スムーズにお渡しできるよう、窓口延長時（毎週月
曜日の 17：15 ～ 19：00 ※月曜日が休みの場合は、翌日）
のマイナンバーカード交付に「事前予約制」を導入して
います。

　窓口延長時のカード交付を希望される方は、事前に市
民課までお電話ください。
※通常の業務時間帯（8：30 ～ 17：15）は予約不要です。
　交付には 20 分程度かかりますので、時間には余裕を
　持ってお越しください。

8/1 時点で資格期間が
10年以上 25 年未満の方に
この黄色の封筒を
お送りしています。
ご予約の上、お早めに
手続きを行ってください。
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　インフルエンザの発病、重症化を防ぐには予防接種が
有効と言われています。市では、中学 3年生および高
校 3年生相当の方、65 歳以上の方などへ、インフルエ
ンザの予防接種費用を一部助成します。

接種期間／ 10 月 1 日（日）～平成 30 年 2月 28 日（水）
接種回数／ 1 人 1 回
料金／ 1,000 円（医療機関の窓口でお支払いください）
持ち物／健康保険証・予診票

医院名・病院名 電話 医院名・病院名 電話 医院名・病院名 電話
池田クリニック ☎（４３）０２０７ 後藤医院 ☎（４４）２３２３ 橋本医院 ☎（４３）０４０６
上田医院 ☎（４３）７７６６ きうち産婦人科医院 ☎（４３）５６００ 村井医院 ☎（４３）００６４
大島整形外科医院 ☎（４３）５１００ 国際医療福祉大学塩谷病院 ☎（４４）１１５５ 村井胃腸科外科クリニック ☎（４０）３０５５
尾形クリニック ☎（４３）２２３０ 佐藤病院 ☎（４３）０７５８ 矢板南病院 ☎（４８）２５５５
かるべ皮フ科小児科医院 ☎（４３）１２１０ なかじまクリニック ☎（４８）７７０１谷仲医院 ☎（４８）０８００
かわしま循環器内科 ☎（４３）５４７０ 西川整形外科 ☎（４８）２５５２ 山田クリニック ☎（４８）１２１２

　上記の医療機関（④・⑤に該当する方は塩谷地区の接
種医療機関）以外で接種する場合は、医療機関の窓口で
一旦接種費用を全額お支払いいただき、後日、担当課に
必要書類（予診票、領収証、申請書など）を提出してい

ただく、償還払いとなります。
※医療機関によって実施期間が異なる場合がありますの
　で、事前に医療機関にお問い合わせください。

対象（※矢板市に住民登録がある方に限る） 接種医療機関・予診票について
①中学 3年生、または高校 3年生として在学している方【接種医療機関】下表の市内医療機関で接種できます。

【予診票】該当になると思われる方には事前に送付してありますが、
　　　　  お手元に届いていない場合は子ども課までご連絡ください。
（※医療機関には予診票はありませんので、必ず予診票を持参の上、接種してください。）

②平成 11年 4月 2日～平成 12年 4月 1日生まれの方
③平成 14年 4月 2日～平成 15年 4月 1日生まれの方
④接種日に 65歳以上の方

【接種医療機関】下表の医療機関に加え、さくら市、塩谷町、高根沢町、
　　　　　　　  および栃木県内の実施医療機関でも接種できます。
【予診票】医療機関にありますので、予約の上、直接受診してください。

⑤ 60歳以上 65 歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、
　またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害
　があり、身体障害手帳 1級相当の方

※②・③に該当する方の内、来年度以降に中学 3年生、または高校 3年生として在学予定の方は除きます。

　日本人の死亡原因の 3位は肺炎です。特に高齢者や
免疫不全の方は重症化しやすく、肺炎で亡くなる方の
95％以上が高齢者です。そこで、高齢者用肺炎球菌ワ
クチンの予防接種費用を一部助成します。高齢者用肺炎
球菌ワクチンは、肺炎の原因となりやすい 23 種類につ
いて感染を予防する効果があります。
　希望される方は、申し込みが必要です。医療機関で接
種を受ける前に、必ず健康増進課へお越しください。

対象（平成 29年度）／※矢板市に住民登録がある方に限る
① 65 歳以上の方（昭和 28 年 4月 1日以前生まれの方）
② 60 歳以上 65 歳未満の方（昭和 28 年 4月 2日生～昭
　和 33 年 4月 1日生まれの方）で、心臓、腎臓、呼吸
　器の機能、または、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫
　の機能に障害があり、身体障害手帳 1級相当の方
個人負担額／ 4,000 円
助成回数／生涯 1回のみ（※過去に助成を受けた方は対象外）




